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研究要旨 

てんかんは、乳幼児・小児から成人・老年に至る年令層に及ぶ患者数の多い神経疾患で

あるが、発達障害や精神障害への対応や時に外科治療を要するなど、その診療には診療科

の枠を超えた人的・物的医療資源の活用が必要とされる。しかし我が国のてんかん診療は、

歴史的に中核となる診療科が不明確な事もあり、必ずしも診療体制の整備は十分ではなく、

てんかんの患者数や地域における診療実態が正確に把握されていないのが現状である。 

本研究の目的は、本邦の患者調査で把握されないてんかんの患者数（特に高齢者）とそ

の診療実態を調査し、我が国で必要なてんかん医療のニーズの全貌を明らかにし、既存の

医療資源の活用を含め、今後のてんかん医療の供給体制の道筋を示すことにある。 

具体的には、１）地域住民及び医療施設を対象としたてんかん患者の患者数と診療実態

の調査、２）てんかん診療の質の向上のための聞き取り調査、３）地域診療と関連諸学会

専門医が連携したてんかん診療ネットワークの基盤作り、更に４）諸外国におけるてんか

ん診療体制の調査を行い、最終的に５）本邦で望まれるてんかん診療システムの提言を行

う。全体の研究期間は 3 年で、初年度に疫学研究と診療実態調査を開始し、最終年度に本

邦のてんかん医療のニーズを満たすために必要な人的・物的医療資源に関する目標と、我

が国の実情に即したてんかん患者ケア・アルゴリズムの提言を行う。 

今年度の研究では、１）健康保険組合のレセプトデータの分析でてんかんによる受療者

数は人口 1,000 人あたり 7.24 人であること、２）てんかんの地域保健･医療の体制は多く

の問題を抱えておりその背景として行政の関心の不足があること、３）一方脳波計、MRI

などの診断機器は、多くの医療機関に導入されていることが明らかとなった。また、４）

地域におけるてんかん診療のアクセスポイントを明示することを目的として、初年度に作

成された全国のてんかん診療医の名簿をウエブサイトに掲載するとともに、５）診療科の

枠を超えたわが国の実情に即したてんかんの地域診療連携モデルの提言を行った。てんか

ん医療は小児にあっては発達障害の予防と学習の改善、成人にあっては就労と生活の自立

を目標とするもので、本研究によりもたらされるてんかん医療の充実は我が国にとって社

会経済学的に重要な成果となる。 
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A. 研究目的 

我が国のてんかん医療は、成人のてんかん診療

の中核となる診療科が不明確という歴史的背景が

あり、患者数や地域の診療実態が正確に把握され

ていない（１）。実際、厚労省の患者調査では本邦

のてんかんの受療患者数は二十数万人とされるが、

これは疫学的に推定される患者数の約３分の１に

すぎない。また外科治療例に関しても、例年全国

で 500〜600 件と人口比で韓国・英国の 2 分の 1

以下にすぎず、我が国では多くの患者がてんかん

として適切な医療を受けていない可能性が示唆さ

れている。 

またてんかんは、最近、地域診療を担う一般の

診療医にとっても運転免許と交通事故の問題や高

齢者での発症例など避けられない問題となってお

り（２）、地域の一般診療医とてんかん専門診療医

との間の診療連携システムの構築は喫緊の課題と

言える。 

本研究の目的は、厚労省の患者調査で把握され

ないてんかんの患者数と診療実態を調査し、我が

国に必要なてんかん医療のニーズを明らかにする

とともに、既存の医療資源の活用を含め、より良

質のてんかん医療の供給体制の道筋を提言するこ

とにある。 

 

B. 対象と方法 

本研究班では、我が国の患者調査で把握される

てんかん患者数が少ない原因を明らかにするため、

１）地域住民及び医療施設を対象としたてんかん

の患者数と診療実態の調査を行う。具体的には地

域住民を対象とした有病率調査、診療報酬情報（レ

セプト）の解析によるてんかん診療の実態調査、

地域保健から3次診療施設に至るてんかん診療の

実態調査を行い、本邦のてんかん診療体制におけ

る問題点の所在を明らかにする。 

また実態調査と平行して、２）診療の質の向上

のための聞き取り調査と３）地域診療と関連諸学

会専門医が連携したてんかん診療ネットワークの

基盤作り、関連諸学会専門医によるてんかん診療

の2次及び3次アクセスポイント・リストの作成を

行う。更に４）諸外国におけるてんかん診療体制

の調査をふまえ、最終的に５）本邦で望まれるて

んかん診療システムの提言、すなわち本邦のてん

かん医療のニーズを満たすために必要な人的・物

的医療資源に関する目標と、我が国の実情に即し

たてんかん患者ケア・アルゴリズムを提言する。 

 

C. 研究結果（平成２４年度の研究成果） 

(1)福岡県久山町の地域住民を対象とした疫学

調査の開始： 

福岡県久山町（人口約8,000人）における40歳

以上の全住民健診において、平成24年6月よりて

んかん有病率の調査を開始した。てんかんの定義

は、active epilepsy、すなわち１）最近5年間で2

回以上てんかん発作があった、あるいは２）てん

かんと診断され現在抗てんかん薬服用中であると

し、健診でてんかんについて本人から聞き取りを

看護師および医師がおこない、さらに薬手帳をも

とに健診受診者の全服薬歴を調査し、抗てんかん

薬の服用の有無を調査する。更に抗てんかん薬の

服用があれば、てんかんに対しての処方かどうか

を確認し、病院での治療歴について病院からの情

報と照合する。これらの方法で現在調査を行って

いる状況である。 

 

(2)レセプトデータの解析による患者数の推定： 

日本医療データセンター社の保有する診療報酬

明細書情報のデータベースに含まれる2011年3月

〜8月の期間中の加入者全て（被保険者本人と被

扶養者）にあたる977,156人を分析の母集団とし

た。このうち傷病条件（疾病名にてんかん関連疾

患の記載がある）と薬剤条件（抗てんかん薬が処



方されていた者）の両条件をともに満たす者は

1,000人あたり7.71人で、更に抗てんかん薬がてん

かん治療以外の目的で使用されている者を除いた

中核群＋周辺群（疑い例は含まない）は1,000人

あたり7.24人であった。またこのうちてんかん指

導料（外来通院患者に限る）が算定されている者

（＝中核群）に限っても1,000人あたり2.95人であ

り、患者調査に基づく有病率（人口1,000人あた

り約1.8）より遙かに多かった。 

 

(3)地域保健施設、精神科、神経内科、脳神経外

科を対象としたてんかん診療実態調査： 

A) 大学講座、病院協会、学会認定研修施設な

どの医師を対象に質問紙調査を実施し、精神科で

238名中158名（66％）、神経内科で182名中97名

（53％）、小児科で114名中69名（61％）、脳神

経外科で221名中129名（58％）から回答を得た。 

その結果、最近2～3年間に、てんかんの地域医

療体制に関する行政からの情報提供があったと答

えた医師は各診療科とも10％未満で、全体で93％

の医師は行政からの情報提供は「無い」と答えた。

またてんかんの基礎知識を体系的に学べる専門家

向けの教育課程や研修が地域で開催されたと答え

た医師は、小児科で48％、その他の科は30％台に

すぎなかった（３）。 

難治性てんかんの診断や治療のコンサルテーシ

ョンが可能な専門機関が地域にあるかどうかにつ

いては、小児科では81％が「ある」と回答したが、

成人を対象とする診療科（脳外科、神経内科、精

神科）では約40％の医師が「ない」あるいは「わ

からない」と答えた。一方、脳波計、CT撮影装置、

MRIは、精神科以外では回答者の勤務するほとん

どの医療機関に導入されていた。 

本調査により、基幹医療機関の不足、診療科や

医療機能の偏り・不足、医師・関係機関相互の連

携不足が指摘された。てんかんの診療体制は多く

の問題を抱えており、その背景として、てんかん

の診療体制の確保に関する行政の関心の不足があ

る。従って今後、医療計画の策定にてんかん診療

のことを記述する等によって、てんかん診療体制

の確保への関心を高めていくことが必要と考えら

れた。 

B) 日本神経学会専門施設759施設にアンケー

ト調査を施行し414施設（54.5％）から回答をえ

た。 

その結果、１）地域診療における役割は、85%

以上の施設が二次診療、２）患者の受け入れ条件

は、88％の施設で外来、67％の施設で外来・入院

診療全般が可能、３）1日の外来てんかん患者数

は、85％の施設で1日1－9名の患者を診療し、４）

90％以上の施設が脳波、MRIを保有していること

が分かった。 

 

(4)全国各地域のてんかん診療医名簿が閲覧で

きるウエブサイト「てんかん診療ネットワーク」： 

平成23年度に行った日本てんかん学会員及び

日本医師会会員へのアンケート調査に基づき作成

した全国のてんかん診療施設（約700施設）及び

てんかん診療医の名簿（約1000名）を、平成24

年7月よりウエブサイト「てんかん診療ネットワ

ーク」（４）において、ユーザー登録にて閲覧可

能な形で掲載した。今後この名簿を基に地域ごと

にてんかん診療連携ネットワークが形成され、地

域におけるてんかん診療のアクセスポイントが明

示されることで、発作が抑制されない場合にどの

医療機関を受診すればよいか、あるいは自動車運

転免許の問題等、患者のニーズに応じた医療の提

供とてんかんの社会的側面に関する諸問題の解決

が図られることが期待される。 

 

(5)我が国の実情に即したてんかん患者ケア・ア

ルゴリズムの提言： 

当研究班では、てんかん診療施設を、ファース

トアクセスとしての１次診療施設、問診・脳波及

びMRI検査に基づくてんかんの診断と抗てんか

ん薬の調整が可能な２次診療施設、及び発作時ビ

デオ脳波モニタリングによる診断と外科治療が可

能な３次診療施設とに機能分類し、各診療施設が

その機能的役割を発揮できるよう、紹介及び逆紹

介の双方向性の循環が促進される診療連携システ



ムを提案した（5−7）。 

また、てんかんの地域診療連携体制を構築する

ために必要な診療報酬上の手当、すなわち、１）

てんかん紹介料加算、２）てんかん専門診断管理

料。及び３）てんかん診療連携拠点病院加算を、

日本てんかん学会診療報酬委員会を通じ内保連に

提案した。 

 

(6)各地域における地域診療連携ネットワーク

モデルの構築： 

国立精神・神経医療研究センター、静岡てんか

ん･神経医療センター、西新潟中央病院てんかんセ

ンター、京都大学、東北大学などにおいて、各地

域における三次診療施設を中心とした地域診療連

携モデルが提案され、診療連携の枠組み作りが開

始されている。 

 

D. まとめ 

今年度の研究では、１）健康保険組合のレセプ

トデータの分析ではてんかんによる受療者数は人

口 1,000人あたり 7.24人であること、２）てんか

んの地域保健･医療の体制は多くの問題を抱えて

おりその背景として行政の関心の不足があること

が明らかとなった。また、３）初年度に作成され

たてんかん診療ネットワークの登録者名簿を今年

度作成されたウエブサイトに掲載するとともに、

４）診療科及び学会等の既存の組織の枠を超えた

わが国の実情に即したてんかんの地域診療連携モ

デルの提言をおこなった。 

来年度においては、Ｈ町の住民検診に基づく疫

学データの解析、及び国民健康保険を含めたレセ

プトデータの解析を行うことで、わが国のてんか

ん患者数のより正確な数字を得るとともに、わが

国の実情に即したより実効性のあるてんかん診療

モデルを提言する事を予定している。 
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 なし 
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2．学会発表 

(1) 大槻泰介：（シンポジウム）てんかん診療ネッ

トワークの構築、第 53回日本神経学会学術大

会、東京、2012.05.22-25 

(2）大槻泰介：（シンポジウム）医療連携とネット

ワークの構築、第 46回日本てんかん学会、東

京、2012.10.11-12 

(3）大槻泰介：（特別講演）てんかんの外科治療と

医療ネットワークの未来、第 36 回日本てんか

ん外科学会、岡山、2013.1.17-18 

 

G. 的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3. その他 

なし 



H. その他 

a.日本医師会生涯教育協力講座講演 

1）大槻泰介：てんかんの診療連携を考えるーて

んかんの診療実態調査から治療体制の整備へ

ー、宮城県医師会日医生涯教育協力講座セミナ

ー、2012.7.7 

2）大槻泰介：てんかん治療における地域医療連

携･病診連携の重要性（パネルディスカッショ

ン）、東京都医師会日医生涯教育協力講座、

2012.9.8 

 

b.メディア報道 

1）てんかん 医療機関など公開へ、ＮＨＫニュ

ース 7月 17日 5時 16分  

2）てんかん医療機関一元公開 適切受診へ研究

班がサイト、毎日新聞 2012 年 7 月 17 日 19

面 

3）厚労省研究班がウエブサイト公開 てんかん

診療期間の検索容易に、毎日新聞 2012 年 7月

26日朝刊 14 面 

4）論点争点 メディアと人権･法 国立精神・神

経医療研究センター大槻泰介てんかんセンタ

ー長に聞く、日本経済新聞 2012 年 7 月 30

日朝刊 38 面 

5）てんかん治療 専門医ネット検索 全国 700

医療機関登録、静岡新聞 2012 年 8 月 17 日朝

刊 25面 

6）厚労省研究班 てんかん専門医 インターネ

ット上で検索 700 医療機関登録 日本農業

新聞 2012年 8月 17日朝刊 13面 


